
主催 ： 調布市商工会

１．消費税の概要
２．インボイス制度の概要
３．インボイス制度の登録が必要な事業所とは
４．インボイス制度の登録方法・自社への影響
５．インボイス制度の導入にあわせた補助金

昼の部 午後3時～午後5時
【消費税免税事業所向け】

夜の部 午後6時～午後8時
【消費税課税事業所向け（簡易課税を含む）】
１．インボイス制度の概要
２．インボイス制度の実務対応のポイント
 既存の請求書からの変更点
 インボイスを発行する際の対応方法について
 インボイスを受領した際の対応方法について
 経理処理方法について
３．電子帳簿保存法について
 電子帳簿保存法の概要について
 電子帳簿保存法で対応が必要なことについて

参加者

事業所名

※ご記入頂きました個人情報につきましては、調布市商工会の個人情報に対する基本姿勢に基づき取り扱い致します。

※9月5日（火）にも同一内容で昼・夜の部を入れ替えて実施致します。

ＦＡＸ.042-485-9951
申込期日 ： 令和5年8月22日(火曜日)まで

昼の部 : 午後3時～午後5時
【消費税免税事業所向け】

TEL

FAX

業種

夜の部 : 午後6時～午後8時
【消費税課税事業所向け（簡易課税を含む）】

インボイス制度対応状況

参加時間

①登録済み・取引先へ番号周知済み　②登録検討中　③未登録

いずれかに〇

いずれかに〇

いずれかに〇

※１事業所複数名での参加も可能です。

製造業 ・ 卸小売業 ・ 建設業・飲食業・不動産業
情報通信業・サービス業・その他

電話.042-485-2214お申込みは
商工会ＨＰ、ＱＲコード、
お電話、もしくは、
FAXで

免税事業所と課税事業所の
それぞれで考える インボイス制度対応セミナー


